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コロナ禍のもとソーシャルディスタンスで行われた通常総会

《総　会》
 本会第８回通常総会・女性部第37回通常総会・青年部第30回 通常総会（書面承認）
《税務署関係》
 税務署人事異動
 税務署だより：「新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応について」 
《税理士会コーナー》
 新型コロナに関連して国等から支給される主な助成金等の課税関係
《通常総会議案書より》
 財務諸表他
《スポットニュース・告知板》
 第29回災害支援チャリティゴルフコンペのご案内
《オンラインセミナーに参加しましょう!》
 コロナ禍での “災害への備え” 防災・減災セミナー（別紙にて御案内）

国税は申告も納税も会社のパソコンで！（イータックス）　

ホームページ：http://www.suwahoujinkai.jp/　メールアドレス：info@suwahoujinkai.jp
法人会のＨＰを閲覧しましょう。
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今井会長の挨拶  要約

　諏訪法人会の第８回通常総会が、６月３日（水）午前11時より、
RAKO華乃井ホテル「パルケの間」において開催され、定款に基づき今
井会長が議長を務め、諸議案の報告、審議事項に於いては承認可決され
ました。
 今回の総会は、新型コロナウィルス感染防止のため、来賓は諏訪税務
署から島田署長他３人の方々のみという誠に残念な事態のもと挙行され
ました。会場内のレイアウトもスクール方式とし、1テーブル1人他椅
子席も連座せず2メートルの間隔を設け、マスク着用という今までに経
験がない状況下役員中心に約70名の出席者のもと行われました。
　令和2年となり、景気回復の長さが「いざなぎ景気」を超えたと言わ
れ、東京オリンピック、パラリンピックで盛り上がりを見せ始めた矢先、新型コロナによる100

年に1度の「パンデミック」となり世界中
が一変してしまいました。年内収束の目途
が立たない中、緊急事態宣言による「密
閉、密集、密接」の3密維持という行動指
針に基づき、記念講演会、懇親会も行うこ
とができず、総会の中で行われた各種表彰
も、名前のみの読み上げにとどめた簡素な
総会となりました。

令和２年度 第８回 通常総会開催　

今井会長挨拶

会場の様子

・令和元年度諏訪法人会40周年記念事業
が会員皆様のご理解の下無事終了したこ
とに感謝申し上げる。
・組織基盤の拡充については、周年キャンペ
ーンにより92件の新会員の加入があった
が、今期コロナ禍の影響で、どのくらい脱
退があるか懸念もある。
・法人会の理念に沿った社会貢献事業とし
て、周年事業に於いては諏訪圏域31校の
小学校、養護学校へ一律図書10万円を贈
呈、児童他各方面より感謝の手紙が届い
た。次代を担う子供達のために法人会と
して何が出来るのか、改めて考えなければ
ならない。
・令和2年度は、コロナ禍の影響で企業活動
の停滞が予測されるが前向きに、又会員
同士交流を図りつつ、連帯感をもって協力
し合い難局を乗り越えたい。

島田署長祝辞  要約

　昨年度の事業活動を振り
返って諏訪法人会は40周年
の節目を迎えられたとともに、
納税者の皆様に広く税につ
いて理解を深めていただくた
め、各種研修会の開催、一日
税務署長などの広報活動、租
税教室、絵はがきコンクール
など、税務行政に対して多岐
に亘るご支援をいただいた。特に公益性の高い各種事業
を通じ、納税道義の高揚や税知識の普及に大きな役割を
はたしていただいている。
　昨年末の台風被害、新型コロナ禍の影響も伴い、税務
行政を取り巻く環境は大きく変化している中、国税庁の
使命である「内国税の適正且つ公平な賦課及び徴収の実
現」に向け一層の努力を積み重ねていくとともに、これま
で以上に諏訪法人会の皆様方のお力添えが必要不可欠
である。

島田税務署長

（島田税務署長）
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会費納入の
お礼

女性部第37回通常総会　

岡谷市より、感謝状を授与される。

総会会場の様子

現在部員数33名

宮澤部長挨拶

　女性部（宮澤厚子部長）は、6月17日（水）ホテル「鷺乃湯」にて通常総会を開催
しました。令和元年度の事業報告、収支決算、年度事業計画、予算が全会一致で
原案通り承認されました。今回コロナ禍の影響で司会は事務局で行い、3密を避
け席次をスクール形式とし又、予定していた「二胡によるアンサンブル演奏会」、
「懇親会」は中止とし来賓を諏訪税務署の島田署長以下3人とした旨を説明した。
　宮澤部長の挨拶では、全英オープンで優勝したスマイルシンデレラこと渋野
日向子選手の話題から、台風19号により甚大な被害を受けた県下単位会、そし
てコロナ禍に伴い国民がディスカルデスタンスを維持しながら自粛をしている現状を述べた。
　元年度の事業については、予定していた事業並びに「一日税務署長」との街頭広報活動、税の絵はがきコンクール

作品の施設展示等新事業も好評であった事を述べた。最後にコロナ禍の状況下、経
済、社会、又個人へ様々な支援策が打ち出されているが、これも皆様方の税金が受
益として機能した証であり、今後も税を無駄なものに使われないよう注視して行
きたいと述べました。

お気軽に
どうぞ！！法人会の 相談室法律 労務

1.申し込み方法
①相談ご希望の会員の方は電話又はファクスにてお申し込み下さい。
　※法人会ＨＰより申込書を印刷して下さい、又は法人会事務所にございます。
②申し込み後、別途下記担当法律事務所、社会保険労務士事務所へ電話の上、相談日時等を打ち合わせください。

2.利用できる方
①諏訪法人会の会員企業および経営者等。
　※同一人の相談は年２回に限らせていただきます。

3.相談内容

担当弁護士・社会保険労務士

法律 相談員　諏訪法律事務所　諏訪雅顕 弁護士
相談室　諏訪市高島1-6-9（諏訪法律事務所）

労務
相談員 労務）諏訪労務管理センター　
 宮坂ひろ子 労務士・木村孝昭 労務士
相談室　諏訪市高島3-1201-90（諏訪労務管理センター）

無料相談時間は1時間までです。
　※一社）諏訪法人会が負担します。
◆時間を越えて相談される場合は、相談者の負担になります。
◆相談内容の秘密は厳守いたします。

お問い合わせ先 一社）諏訪法人会事務局　

①企業経営における法律、労務全般。

会員
限定

会報誌への 
無料チラシ同封サービス
※約2,600社の経営者の方が会報を見ています！！

　　　　◆ 封入料金　無料
　　　　◆ A4サイズ 1社1枚 年2回まで
◆ お申込みや詳しい内容のお問い合せは　
　　　　　　　　諏訪法人会事務局 まで

低コストで
高い宣伝効果

!

　令和2年度、コロナ禍にも拘らず年会費をご納入いただきありがとうございました。
　口座振替で領収書が必要な方は、事務局までご連絡いただきますようお願い致します。

ＴＥＬ 0266－53－7810　ＦＡＸ 0266－57－0185

　4月1日 岡谷市市制施行84周年記念式典の中で、市内各小学校への図書カード
寄贈に対し岡谷市今井市長より今井会長へ感謝状が授与されました。

感謝状

大好評

1時間まで 無料。
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諏訪税務署人事異動（7月10日付）

税務署だより

着任のごあいさつ

諏訪税務署長
田中 達也

転出

島田　　厚

齋藤　隆敏

中村　慎一

氏　名

署長

副署長

法人課税第一部門 総括上席国税調査官

所　属

退職

関東信越国税総務部
主任相談官

下館税務署法人課税第一部門
統括上席国税調査官

発令事項

転入

田中　達也

竹村　秀彦

齊藤　宏和

※原口正己 統括国税調査官は留任

氏　名

署長

副署長

法人課税第一部門 総括上席国税調査官

所　属

関東信越国税局徴収部
機動課長

関東信越派遣国税局監察官
監察官

関東信越国税局課税第二部
資料調査第二課国税実査官

前所属

　 この度の人事異動により、関東信越国税局徴収部から諏訪税務署長を拝命しました

田中でございます。島田前署長同様よろしくお願いいたします。

　一般社団法人諏訪法人会の皆様方には、日頃から法人会活動を通じまして、税務行政

に対し、深いご理解と多大なるご協力を賜り、心から厚く御礼申し上げます。

　貴法人会におかれましては、昨年6月に社団化40周年の大きな節目を迎えられたと

ともに、納税者の皆様に広く税について理解を深めていただくため、各種研修会の開催

や税を考える週間における一日税務署長などの広報活動、加えて管内の小学生を対象

とした「租税教室」及び「税に関する絵はがきコンクール」の実施など社会貢献活動にも

積極的に取り組まれており、役員並びに会員の皆様の日頃からのご努力に対しまして、心から敬意を表する次

第です。

　さて、昨年度における台風19号などの災害被害に加え、新型コロナウイルス感染症の影響も伴い、税務行政

を取り巻く環境は大きく変化しております。税務署としましても、感染拡大防止策を徹底し、納税者の状況に

即した柔軟な対応に配意するとともに、納税の猶予制度の特例など、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策

における税制上の措置について、積極的に周知・広報・相談対応に取り組んでいるところです。

　このような環境の中においても、国税庁の使命である「内国税の適正かつ公正な賦課及び徴収の実現」に向

けて、税務署としてより一層の努力を重ねていくとともに、これまで以上に諏訪法人会の皆様方のお力添えが

必要不可欠であります。今後とも一層の連携及び協調を図り、円滑な税務行政の推進に努めてまいりたいと考

えておりますので、ご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

　結びに、諏訪法人会の益々のご発展と会員の皆様方のご健勝とご繁栄を祈念いたしまして、着任の挨拶とさ

せていただきます。

齊藤総括官竹村副署長
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【新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応について】

◆ 猶予制度に関するお問合せについては、「国税局猶予相談センター」（フリーダイヤル等）を
　 ご利用ください。

【受付時間】8：30～17：00（土日祝除く）
【電話番号】国税局によって異なりますので、国税庁ホームページをご覧ください。
　　　　　https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/callcenter/index.htm

以下の①②のいずれも満たす方（個人法人の別、規模は問わず）が対象となります。

　国税庁では、新型コロナウイルス感染症の各地での感染の拡大状況を踏まえ、柔軟に確定申
告を受け付けることとしています。法人の場合には、感染症の影響を受けて申告書や決算書類
などの国税の申告・納付の手続に必要な書類等の作成が遅れ、その期限までに申告・納付等を
行うことが困難な場合には、個別の申請による期限延長が認められることとなります。
　申告期限の延長に関する個別の申請は、別途、申請書等を作成して提出していただく必要は
なく、申告書の提出の際に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を
申告書の余白に付記していただくか、e-Taxをご利用の方は「電子申告及び申請・届出による添
付書類送付書」の「電子申告及び申請届出名」欄にその旨を入力していただくなど簡易な手続
きで申請を行うことができます。
　なお、申告期限及び納付期限は、原則として申告書の提出日となります。

【納税の猶予に「特例（特例猶予）」が創設】
　新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することが困難な場合には、税務
署に申請することにより納税が猶予されます。

延滞税なし 1年間猶予 無担保

①新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年２月以降の任意の期間（１か月以
上）において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20％以上減少していること。

②一時的に納税を行うことが困難であること。

（注）収入には、事業収入のほか、給与収入などの定期的な収入も含みますが、譲渡所得などの一時的な
収入は含まれません。

※納付すべき国税の納期限までに申請書の提出が必要です。なお、やむを得ない理由があると認められ
るときは、納期限後でも申請できますので、所轄の税務署（徴収担当）にご事情をお申し出ください。

※令和2年2月1日から同3年2月1日までに納期限が到来する国税が対象です。

特例猶予の要件
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税理士会コーナー
知って納得！教えて税理士さん！ 関東信越税理士会諏訪支部

税理士　吉田　香

新型コロナウイルス感染症等の影響に関連して国等から支給される
主な助成金等の課税関係（例示）

　新型コロナウイルス感染症等に関連して国等からさまざまな助成金等が支給されることとなっていますが、
今回はその課税関係についていくつか紹介したいと思います。（申請等の詳しい手続き等については省略）

非課税となるもの

課税となるもの

① 助成金の支給の根拠となる法律の規定により、非課税となるもの
 ☆新型コロナウイルス感染症対応休業支援金（雇用保険臨時特例法７条）
 　勤務先から休業手当を受け取れない被保険者である労働者が直接申請 月額上限33万円
 ☆新型コロナウイルス感染症対応休業給付金（雇用保険臨時特例法７条）
 　勤務先から休業手当を受け取れない被保険者でない労働者が直接申請 上記に準ずる
② 新型コロナ税特法が非課税の根拠となるもの
 ☆特別定額給付金（新型コロナ税特法４条１号）  １人　10万円
 ☆子育て世帯への臨時特別給付金（新型コロナ税特法４条2号） 対象児童1人につき　１万円
③ 所得税法が非課税の根拠となるもの
 学資として支給される金品　　　
 ☆学生支援緊急給付金 住民税非課税世帯の学生20万円　左記以外の学生10万円
 心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金
 ☆低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金 基本5万円　第２子以降1人につき３万円
 ☆新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金 該当する医療機関・医療従事者等に一定額
 ☆企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券　　　     　最大264千円
 ☆東京都のベビーシッター利用支援事業における助成

① 事業所得等に区分されるもの　
 ☆持続化給付金（事業所得者向け） 法人最大200万円　・　個人最大100万円
 ☆家賃支援給付金　　　　　　　　　　　　 （法人最大100万／月・個人最大50万/月）×6ヶ月
 ☆農林漁業者への経営継続補助金 補助率3/4　上限100万円　自己負担有 他
 ☆文化芸術・スポーツ活動の継続支援 上限50万円～150万円（共同事業者有は別途）
 ☆東京都の感染拡大防止協力金はじめ各自治体が行う休業要請のための支援金等の協力金
 　長野県・市町村連携コロナウイルス拡大防止協力金　　　　　　　 県20万円　市町村10万円
 　飲食・サービス業等新型コロナウイルス対策応援補助金　 事業者グループあたり上限300万円
 　小規模事業者持続化補助金（コロナ特別対応型、国持続化補助金の県による上乗せ）　　他　
 ☆雇用調整助成金　従業員の雇用維持のために受ける助成金 1人あたり上限15,000円/日
 ☆小学校休業等対応助成金 対象者 子供の世話を行うために有給休暇を取得させた事業主
 　申請期限Ｒ2.12/28 対象期間Ｒ2．2/27～3/31　8,330円/日　Ｒ2.4/1～9/30　15,000円/日
 ☆小学校休業等対応支援金 対象者 子供の世話を行うために契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者
 　申請期限Ｒ2.12/28 対象期間Ｒ2．2/27～3/31  4,100円/日　Ｒ2.4/1～9/30　7,500円/日
② 一時所得に区分されるもの　　☆持続化給付金（給与所得者向け）　対象者フリーランス
③ 雑所得に区分されるもの　　　☆持続化給付金（雑所得者向け）　　対象者フリーランス

参考資料　国税庁　「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するＦＡＱ」
　　　　　　　　　令和2年度補正予算（第2号）概要　・　長野県ホームページ（コロナ支援情報）
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広報委員 本日は「オールドローズ週間」のお忙しい中お時間をいただきありがとうござ
います。ところで「コロナ禍」の影響はありましたか。　　　　

多田部長 バラクラは園内の5,000種類以上の植物が季節ごとにお楽しみいただけます。
 毎年、ゴールデンウィークころから県外、特に都心からご来場数が増えるの

ですが、今年は新宿からのバス直行便、「レールでバラクラ」JRプランも休
止となり例年の2割程度の状況です。

広報委員 蓼科高原は別荘地でもあり、別荘族の方々はどのような状況でしたか。
多田部長 皆さん苦心していました。県外特に東京から来たことが判明することで嫌悪

感を持たれたようです。最近ようやく来場される方が増え、皆さんの笑顔が
バラに見えます。「お帰りなさい」といった感じですか。

広報委員　山田社長さん開園30周年おめでとうございます。蓼科は日本一歴史のある温
泉保養地ですが、30年以上前なぜこの地に英国庭園を造ろうと思ったのですか。

ケイ山田代表 何より気候風土が英国に似ている点と、この地が植物にとって歴史、文化といった様々なものと融合できる場と考えた
からです。人との位置関係にあまりこだわりを持たない植物という生物が、生長に時間を要し、維持管理で形態が決まっ
てしまうことを考慮しながら、英国庭園を造ってみたかったからです。

広報委員　しかし畑や山林を開拓し大変でしたでしょうね。　　　　　　　　　
ケイ山田代表 先ず農地法や水利権といった壁がありましたが、時間をかけ一歩一歩進んできました。

水道もなかった時代ですので井戸も掘りました。いまでこそ環境問題がクローズアップさ
れていますが、私たちは人と植物、自然との位置関係について常に考え庭を造ってきました。

広報委員　バラクラというと、バラの花のイメージがあるのですが
多田部長　園内には，原種、オールドローズ、イングリッシュローズをはじめたくさんの種類のバラ

があります。特に英国で主流の「一季咲きオールドローズ」を多く植栽しています。これ
から7月まで「つるバラ系」の見頃を迎え色、香りを楽しめるバラが咲きます。秋にはロー
ズヒップと言って多様な実を楽しむことも出来ます。

ケイ山田代表 日本にはたくさんのバラ園がございますが、「バラクラ」はバラ園ではありません。日本初の本格的英国庭園です。約
5,000種類の植物の組み合わせがデザインされていますので、是非、景観を楽しんでいただきたいと思います。

広報委員 パンフレットや掲示板にいろいろなイベントの案内がありましたが。
ケイ山田代表 園内には、研修会などに使用できる施設があり、寄植の講習会、ガーデニングスクールな

ど定期的に開催しており、英国式カントリースタイルのランチやアフタヌーンティーセットも
食する事ができます。又英国から本格的な方々をお招きし、園芸のみならず、音楽会や時
季に応じたフェスティバルを園内のイベントホールで行うなど、食や文化の融合を図っていま
す。現在コロナ禍の影響で英国からオンラインセミナーという形で行っているものもありますが。

広報委員 日本人は西洋文化に憧れ、先ず武器、そして居住空間へと移行しました。バラクラは、日
本庭園と違った西洋文化の「わび、さびの趣」が感じられる所ですね。ワクワク感の中に
浸透していく自然の原風景、何か忘れ物を取りに帰って来た感じがしました。本日は本当に
ありがとうございました。

“バラクラ”？　ケイ山田代表のファションブランド
「バラ色の暮らし」を顧客の皆様が親しみを込めた
愛称として“バラクラ”と呼び始め３０周年を迎えました！
四季折々の植物や景観が楽しめる英国庭園「蓼科高原 バラクライングリッシュガーデン」へお邪魔しました。
訪問時が「オールドローズウィーク」期間中で、スタッフの方々が忙しく準備をしていました。
代表者のケイ山田さんからお話をお聞きし、多田統括部長に園内を案内していただきました。

会員見聞録

バラのトンネル

企業紹介

茅野市北山栗平5047
電話 0266-77-2019

蓼科高原バラクラ
イングリッシュガーデン

企業情報

聞き手　広報委員会

園内のオールドローズ

御神木のゴールデンアカシア

　法人会会員の方々へ　　　　―入場無料券進呈―
「30周年の感謝を込めて入園ご招待券」通常1,200円～1,400円 無料

招待券1枚につき2名様入場可・／中学生以下無料
〈使用有効期限〉～10月31日(土)まで　※先着100枚（お一人2枚限り）
※ご希望の方は、法人会事務局までお電話下さい。(〆切り8月末日)
　　　　　　　　　　　法人会事務局　電話番号 0266-53-7810

ケイ山田代表
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貸借対照表　（令和2年3月31日現在） （第8回通常総会議案書より）

現金預金 11,035,588 10,147,725 887,863
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正味財産増減計算書（平成31年4月１日から令和2年3月31日）　 （第８回通常総会議案書より）

総会席上における表彰受賞の皆様 （敬称略・順不同）

◆永年在任役職員功労表彰　今井 誠　　北田 耕一郎　　長崎 万史　　宮沢 義仁
◆会員増強尽力者表彰 林 裕彦　　宮下 忠美　　 志宇知 京子　　宮坂 明宏　　髙山 猛英　　平林 真理子　　朝倉 平和
 小川 武彦　　堀内 長年　　藤木 健一　　樋口 健太郎　　宮沢 義仁　　田中 一幸
　【増強月間（支部）】　茅野支部　岡谷支部　原支部　諏訪支部　富士見支部　【増強年間（支部）】　茅野支部　岡谷支部　原支部
◆事業協力表彰　有限会社竹内硝子店
◆厚生制度推進表彰（支部）
　【加入企業推進 新規】　【表彰】　下諏訪支部　岡谷支部 【努力賞】　諏訪支部
　【加入企業推進 増加】　【表彰】　岡谷支部　茅野支部 【努力賞】　富士見支部　諏訪支部　下諏訪支部　原支部
　【加入金額推進】　　　 【表彰】　富士見支部 【努力賞】　岡谷支部
◆厚生制度推進表彰（制度推進員 代理店）
　【取扱増加企業数】　浜 桂子　　【加入口数】　浜 桂子　　山田 浩子
　【AIG保険制度推進】　有限会社甲信代理店　　【アフラック保険制度】　株式会社石橋総合保険

以上おめでとうございます

36, 294, 496 31, 424, 697 4, 869, 799

15,787,396 16,215,104 △ 427,708

4, 913, 329 4, 170, 439 742, 890

△
△

△
△
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令和２年度 収支予算書 （令和2年4月１日から令和3年3月31日） 　（第８回通常総会議案書より）

全国法人会総連合　功労者表彰

　永年に亘り法人会活動の推進と組織の充実強化に
努められ、会の発展に多大の貢献をされた方々に対
し、当会から次の方々が全法連より「功労者表彰」を
受賞されました。
　本来であれば、長野県法人会連合会第８回通常総
会にて表彰式が行われる予定でしたが、コロナ禍の影
響で中止となりました。

河西 正一 理事
研修委員長

小笠原 弘三 理事
厚生委員長
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＜新型コロナ感染症知識だより＞

もう1つの予防～心まで感染しないように～
茅野市ホームページ掲載
諏訪中央病院　総合診療科
玉井道裕 氏
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　令和２年４月30日に「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する
法律」等が国会で成立し、感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により厳しい状況に置かれている事業者
等に対し、緊急に必要な税制上の措置が講じられました。

１ 納税の猶予制度の特例
　イベントの自粛要請や入国制限措置など、新型コロナウ
イルスの感染拡大防止のための措置に起因して、多くの事
業者の収入が急減しているという状況を踏まえ、無担保か
つ延滞税なしで１年間、納税を猶予する特例が設けられま
す。基本的には全ての税目が対象です（印紙で納付する印
紙税等は除く）。また、社会保険料についても同様の特例
措置が講じられます。

特例の概要
▷令和２年２月から納期限までの一定の期間（１カ月以上）
において、収入が大幅に減少（前年同期比概ね20％以上の
減）した場合について１年間納税を猶予。

▷一時の納税が困難と認められる場合に適用。
・少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮するなど納税
者の置かれた状況に配慮し適切に対応。

・収支や財産状況を示す書類の提出が必要。提出が困難な
場合は口頭説明も可能。

▷担保は不要。
▷延滞税は免除。

【申請手続】
　令和２年６月30日、又は納期限（申告納付期限が延長
された場合は延長後の期限）のいずれか遅い日までに申請
が必要です。なお、申請書のほか、収入や現預金の状況が
わかる書類を提出する必要がありますが、提出が難しい場
合には、口頭で状況を説明します。
　また、本特例は、既に納期限が過ぎている未納の国税、
地方税（他の猶予を受けているものを含む）についても、
遡って特例を適用することができます。

【適用時期】
　令和２年２月１日から令和３年１月31日までに納期限
が到来する国税、地方税について適用されます。

２ 欠損金の繰戻しによる還付の特例
　これまで、中小企業者等（資本金の額が１億円以下の法
人など）が利用可能だった青色欠損金の繰戻し還付制度に
ついて、資本金の額が１億円超10億円以下の法人も利用
可能となりました。ただし、大規模法人（資本金の額が
10億円を超える法人など）の100％子会社及び100％グ
ループ内の複数の大規模法人に発行済株式の全部を保有さ
れている法人等は除かれます。

【適用時期】
　令和２年２月１日から令和４年１月31日までの間に終
了する各事業年度に生じた欠損金に適用できます。

３ テレワーク等のための中小企業の設備投資税制
　中小企業経営強化税制の対象設備である特定経営力向上
設備等に、経済産業大臣の認定を受けた経営力向上計画に
記載された遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかに該
当する設備が、テレワーク等のための設備投資に係る新た
な類型（デジタル化設備）として追加されます。
　具体的には、以下の特定経営力向上設備等を取得等した
場合、即時償却又は７％（資本金が3,000万円以下の法人
は10％）の税額控除が適用できます。

新たな類型（デジタル化設備）
（ 要 件 ）遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかに該当

する設備
（対象設備） 、備設属附物建、品備具器、具工、置装械機

ソフトウエア

【適用時期】
　令和３年３月31日までに取得をして事業の用に供した
場合に適用されます。

４ 消費税の課税選択の変更に係る特例
　消費税の課税事業者選択届出書（課税事業者選択不適用
届出書を含む）については、原則として課税期間の開始前
に提出する必要がありますが、新型コロナウイルス感染症
により、経営に大きな影響を受けている事業者につき、次
の適用要件に該当するときは、税務署に申請し、税務署長
の承認を受けることにより、課税期間の開始後であっても、
課税事業者を選択する（又はやめる）ことが可能となる特
例が設けられます。

適用要件
①　特例に係る法律の施行（令和２年４月30日）後に申告期
限が到来する課税期間において、

②　新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年２月
１日から令和３年１月31日までの期間の内、一定期間（１
カ月以上の任意の期間）の収入が、著しく減少（前年同期
比概ね50％以上減少）した場合で、かつ、

③　当該課税期間の申告期限までに申請書を提出した場合
（注１）　原則として、消費税の申告期限は以下の通りです。
　　　　▷法人：課税期間の終了の日の翌日から２カ月
　　　　▷個人：課税期間の翌年の３月末

規の）長延の限期るよに等害災（条11法則通税国）２注（
定に基づく期限延長については、最寄りの税務署に
ご相談ください。

　なお、本特例の適用を受けて、課税事業者を選択する場
合は、課税事業者を２年間継続する必要はありません。

緊急経済対策における

税制上の措置
新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症
で影響を受ける
事業者の皆様へ

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ

緊急経済対策における税制上の措置緊急経済対策における税制上の措置

【適用時期】
　特例法の施行日（令和２年４月30日）以後に確定申告
書の提出期限が到来する課税期間について適用されます。
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５ 中小企業者等が所有する償却資産及び事業用家
屋に係る固定資産税及び都市計画税の軽減措置

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の措置のため、
厳しい経営環境に直面している（※）中小企業者等に対し
て、令和３年度課税の１年分に限り、償却資産と事業用家
屋に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準を２分の１
又はゼロとする措置が講じられます。

のでま月01～月２年２和令）※（ 任意の３カ月間の売上高
が、前年の同期間と比べて、
30％以上50％未満減少している者 ２分の１

50％以上減少している者 ゼロ

【適用時期】
　令和３年１月31日までに、認定経営革新等支援機関等
（税務、財務等の専門的知識を有し、一定の実務経験を持
つ支援機関など（税理士、公認会計士、弁護士など））の
認定を受けて各市町村に申告した者に適用されます。

６ 生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措
置の拡充・延長

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に
設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、生産性
革命の実現に向けた償却資産に係る固定資産税の特例措置
について、適用対象を拡充した上で、生産性向上特別措置
法の改正を前提に、令和５年３月31日まで適用期限が２
年間延長されます。

適用要件
▷対象資産に、事業用家屋と構築物を追加
・事業用家屋は取得価額の合計額が300万円以上の先端設
備等とともに導入されたもの

・構築物は旧モデル比で生産性が年平均１％以上向上する
一定のもの

※事業用家屋・構築物ともに、中小事業者等の認定先端設
備導入計画に位置付けられたもの

▷生産性向上特別措置法の改正を前提に令和４年度までの２
年間に限り延長（令和５年３月31日まで）

７ 特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税措置
　公的金融機関や銀行等が、新型コロナウイルス感染症で
経営に影響を受けた事業者に対して行う特別貸付けに係る
消費貸借に関する契約書のうち、令和３年１月31日まで
に作成されるものについて、印紙税が非課税となる措置が
講じられます。
　なお、特別貸付けとは、当該機関が行う他の金銭の貸付
け条件に比し特別に有利な条件で行うものをいいます。

れさ成作にでま）日92月４年２和令（日前の日行施）注（

８ 住宅ローン控除の適用要件の弾力化
　新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延
等によって住宅への入居が遅れた場合でも、定められた期
日までに住宅取得契約が行われている等の一定の場合には
期限内に入居したのと同様の住宅ローン控除を受けられる
よう、適用要件が見直されました。

適用要件
⑴　住宅ローン控除の控除期間13年間の特例措置
　（入居期限：令和２年12月31日⇒令和３年12月31日）

住存既、宅住譲分、末月９年２和令は築新の宅住文注①
宅の取得や、増改築等は令和２年11月末までに契約が行
われていること

既・譲分・文注、で響影の症染感スルイウナロコ型新②
存住宅又は増改築等の住宅への入居が遅れたこと

⑵　既存住宅を取得した際の住宅ローン控除の入居期限要件
（取得日から６カ月以内⇒増改築等完了の日から６カ月以内）

法制税連関は又、でま後月カ５らか日の得取宅住存既①
の施行の日（令和２年４月30日）から２ヵ月後まで、い
ずれかの期日までに増改築等の契約が行われていること

コ型新、ていつに等築改増たっ行に宅住存既たし得取②
ロナウイルス感染症の影響で、増改築等後の住宅への入
居が遅れたこと

９ その他の項目
・自動車税、軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の特例措
置の延長
　自動車税、軽自動車税環境性能割の税率を１％分軽減す
る特例措置の適用期限が６カ月延長され、令和３年３月
31日までに取得した自家用乗用車（登録車・軽自動車）
について適用されます。

・耐震改修した住宅に係る不動産取得税の特例措置の適用
要件の弾力化
　耐震基準不適合既存住宅を取得後に耐震改修した場合の
不動産取得税の特例措置について、当該住宅をその取得の
日から６月以内に入居できなかった場合でも、一定の要件
を満たせば、令和３年度末（令和４年３月31日）までの
入居分については、当該特例措置を適用できるなど所要の
措置が講じられます。

・文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対す
る払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用
　政府の自粛要請を踏まえて文化芸術・スポーツイベント
を中止等した主催者に対し、観客等が入場料等の払戻しを
請求しなかった場合には、一定の条件のもと、放棄した金
額について、寄附金控除（所得控除又は税額控除）の対象
となりました。

公益財団法人

全国法人会総連合（公財）全国法人会総連合

〒160-0002 新宿区四谷坂町 5-6

ＦＡＸ：03-3357-6682

全法連ホームページ

新型コロナウイルスに関する対策リンク集

（公財）全国法人会総連合

〒160-0002 新宿区四谷坂町 5-6

ＦＡＸ：03-3357-6682

全法連ホームページ

新型コロナウイルスに関する対策リンク集

たものにつき印紙税が納付されている場合には、当該納
付された印紙税については、過誤納金とみなして還付さ
れます。
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「すわほうじん」145号と一緒に、
研修冊子を配布しました。

「会社がもらえる助成金活用のポイント」
「会社の税金ガイドブック」
「会社の決算・申告の実務」

※法人会では、都度最新の情報提供ができるよう
研修委員が中心となり、冊子を選定しています。
　是非有効にご活用ください。

原支部

寄　稿
with!
　 コロナを見据えて

各支部ごとに支部事業や地域の行事などを掲載します。次回は「諏訪支部」です。

　コロナ禍の影響により大きな打撃を受けた国内経済は、緊急事態宣言
が解除された今後も回復の兆しが見通せない状況にあります。当原支部
でも、令和2年度通常総会は書面決議により多くの支部会員のご協力を
頂きながら開催し、過去に例のない支部運営を強いられています。
　このような中、原村でもイベントの自粛要請や店舗の休業要請など、
新型コロナウイルス感染拡大防止のための措置に起因して多くの事業者の収入が激減しています。村では、事業者への経
営と雇用の維持継続のための経済的対策及び住民生活安定化のための様々な対策が取られています。
　原村は、八ヶ岳を中心とする豊かな自然を中心に、地元高原野菜をふんだんに使用した料理、クラフト作家による制作
体験や農業者による収穫体験など実際に体感いただける魅力が豊富にあります。
　海外旅行に行けようになるには、各国のコロナ終息の兆しが見えてからになるので、短くても年内～１年くらいは海外
渡航は難しい状況が続くでしょう。コロナ終息の兆しが見えない中、旅行に行くとすれば、国内旅行が最初に回復しそう。
しかも近場を旅行するマイクロツーリズムがトレンドになりそうです。電車やバス、飛行機を使う長距離移動は、どうして
も密の空間を避けられないのがネック。マイカーで行ける近場旅行であれば、人との接触を軽減させられるため、比較的
安心です。これを機会に地元地域の魅力を発掘して、新しい楽しみを見つけるのもいいかもしれません。
　村内の宿泊施設に宿泊された方に村観光施設（八ヶ岳自然文化園、美術館、もみの湯）の入館割引券を用意しており
ますので、是非原村までお越しください。

　女性部は、7月1日「環境美化活動」の一環として税務署玄関前に花の寄植えを寄贈しました。今回で4
回目となります。コロナ禍の中密を避け、宮澤部長、長崎副部長、小松副部長の3人での作業となりました。
作業終了後は税務署長と忌憚なく地元の情報交換を致しました。
　今回は、ペチュニア2種、コリウ
ス2種、ゼラニウム2色、カラーリ
ーフ2色、昨年植えたコキアから種
が落ち芽を出した苗を加え、5つの
プランターを用意しました。
　現在も助成金、給付金等コロナ禍
に伴う手続きで来署される方が多い
中、「皆さんに和んでいただけ、大変
有難い」と島田税務署長のお言葉を
いただきました。

女性部　地域社会貢献事業　 －税務署玄関先に色鮮やかな旬の花―

作業中の役員 税務署のみなさんと
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告 知 板告 知 板

編 集 後 記
　この春以降、パソコンやスマホの画面を見ている時間が長くなったよ
うな気がします。私の場合はリモートワークというわけではないのですが、
外出するのをためらってしまうのもあったりで、映画鑑賞も買い物
（100パーセントではありませんが）も自宅で。情報をキャッチする、音
楽を買う聴くも電子端末経由で、といった感じです。友人知人とのコミュ
ニケーションも、SNSを使うことが増えたように思います。デジタルが
以前に増して日常になりました。うる覚えの経済用語や映画のタイトル
などを調べるのに、検索エンジンは本当に便利です。なんとなくの情報
を入力していくと、正解にたどり着けるのですから。あまりに重宝過ぎ

法人会の 「生活予防検診」

● 8月31日（月）・9月1日（火） 岡谷会場 「柴宮館」
● 9月  2日（水）・9月3日（木）  諏訪会場 「諏訪市文化センター」
● 9月  4日（金）・9月7日（月） 茅野会場 「ちの地区コミュニティセンター」

発行／一般社団法人諏訪法人会　　〒392-0023  諏訪市小和田南10-29　☎0266-53-7810
編集／広報委員会　　　　　　定価  150円　（法人会会員の誌代は年会費に含まれています）

すわほうじん　第145号

実 施 日
作業場所

令和2年10月～11月中を予定
茅野市内 ※作業終了後　昼食弁当を配布いたします。

社会貢献事業「クリーンアップキャンペーン in 茅野」のご案内社会貢献事業「クリーンアップキャンペーン in 茅野」のご案内

るので、頭の隅の隅に万が一にそなえ、これらのない世界をイメージす
るようにしています。そんな中でも例外がありました。新聞です。ネット
で見ることはもちろんできますが、私にとって大きな紙は、読みやすい
のです。ざっと内容をつかむ、他紙と記事を比較するのも容易です。まっ
たく興味のなかったトピックに出くわして、新しい世界が広がるなど、百
貨店をほっつき歩くに似た楽しさがあります。持ったときの紙の質感や
インクの匂いも好きです。国を問わず近年、新聞について良いニュース
を聞きませんが、元気を取り戻してもらいたいです。

 広報委員会 副委員長　原　昭徳

申込み締切

7月31日

※本誌到着後申し込みは締め切り後となっていますが、申込みを失念してしまった企業については善処できる範囲で対応
いたします。今回は現地現金払いとなっておりますのでご注意ください。

（コロナ感染状況によっては中止も検討中）

日 時 令和２年10月28日（水） 場 所 諏訪湖カントリークラブ

※ラウンド終了後のパーティーはございません。表彰式のみとさせていただきます。
※別紙参加申込書に内容の詳細がございます。10月14日（水）までにお申込み下さい。

第29回 チャリティーゴルフコンペ のご案内第29回 チャリティーゴルフコンペ のご案内

法人会の「生活予防健診」忘れていませんか!

スポットニュースSPOT NEWS
部　会

◇第37回女性部通常総会（詳細別頁）33人
◇青年部正副部長・監事会（6/5　五味淳部長）
　※総会は書面決議にて執行

役員会･委員会 他
◇理事会（5/15　今井誠会長）38人
　・第8回通常総会上程議案について
◇研修委員会（7/16　河西委員長）17人
◇広報委員会（7/17　細川委員長）16人

本会・青年部共催
会員交流／社会貢献事業

◆決算説明会（中止） 

    8月 5日・ 6日  諏訪会場・茅野会場
 12月  1日・  2日：諏訪会場・岡谷会場　／　令和3年2月の決算説明会は未定
◆新設法人説明会（中止）       　　　　　◆年末調整説明会（中止）

 10月13日　諏訪会場          　　　　　　11月中旬　岡谷・下諏訪・諏訪・茅野・富士見会場

コロナ禍に伴う法人会事業の中止・予定変更について
【税務署・法人会共催事業の中止について】

※決算説明会に使用の法人会扱いの各種冊子につきましては、会員全社へ会報誌と一緒に送付済みです。
　税務署扱いの研修資料については、法人会事務局までお問い合わせ下さい。      

集合時間 スタート午前8時30分 午前9時00分

会員企業、一般の方々のご協力をお願い致します。
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※画面はイメージとなります

諏訪法人会ホームページ
トップページ右側にある
　このバナーをクリック

http://www.suwahoujinkai.jp
諏訪法人会 検索 で検索いただけます

「コロナ対策：社員研修の代替サービス・集合研修として最適！」
諏訪法人会のホームページから無料でセミナーがご覧いただけます

ログインIDとパスワードを入力してログインしてください

ログインID ●●●● パスワード ログイン●●●●

会員 ID:hj0907　パスワード :7810

会員は専用IDとパスワー
ドを入力してログインする
事により多くのコンテン
ツが視聴可能となります。

視聴は無料です
会員の方は600タイトル
以上のセミナーが無料で
受講できます

ID・パスワードは

セミナー・オンデマンドのページからログイン！

緊急企画 インターネットセミナー（研修オンデマンド）のご案内

スィーツ
オアシ

スに

ようこそ

昭和三十年代頃まで、量り売りの
菓子を入れていたガラス容器。
今見るとかえってモダン
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